
【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第一中学校

　 だ　い　い　ち

広島県　三原市　第一中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・現在，道路拡幅工事が行われてお
り，
　工事車両が多くて危険である。
〈対応の結果〉
・注意喚起の看板を設置済み。第一中学校



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第一中学校

　 だ　い　い　ち

広島県　三原市　第一中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

第一中学校

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・見通しが悪く，歩行者の確認ができない。
・車道と路肩の区別が無いため，通行するの
　が危険である。
〈対応の結果〉
・カーブミラーを設置済み。
・外側線を設置済み。(H29.2)

糸崎小学校

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・道幅が狭いため，水路に転落する恐れがあ
る。
〈対応の結果〉
・側溝への蓋掛け済み。(R2.5)

三菱病院



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第二中学校，PTA

　 　だ　い　に

広島県　三原市　第二中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・仮設橋のため，架替してもらいたい。
〈対応の結果〉
・通行帯の設置や防護柵の設置済み。
※橋の架け替え困難(H26.12定期点検済み)

第二中学校

深 町

深小学校

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・ガードレールが設置されていない
　ため危険である。
〈対応の結果〉
・H26.10に道路工事完成，交通事故が
　発生していないため，経過観察。

大池

県道



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第二中学校，PTA

　 　だ　い　に

広島県　三原市　第二中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

第二中学校

中之町小学校

三原病院

危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭く，歩道が無い場所がある。
〈対応の結果〉
・県道改良工事の促進(現在，北東部を改良中)。
　※継続要望
・学校による交通安全指導済み。

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭いうえ，車両の交通量が多
　くて危険である。路面も老朽してい
る。
〈対応の結果〉
・路肩の防護柵や見通しが悪い箇所へ
　カーブミラーを設置済み。
・通行帯(着色，水路改修)を設置済み。



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第三中学校

　 だ　い　さ　ん

広島県　三原市　第三中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

第三中学校

田野浦小学校

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・橋に歩道が無いため，車両と接触す
　る恐れがある。
〈対応の結果〉
・通行帯(着色)を設置済み。(H28.12)

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・交通量が多いため，横断歩道の通行が
  危険である。
〈対応の結果〉
・車両に対する注意喚起は実施済み。
・学校による交通安全指導済み。



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第三中学校

　 だ　い　さ　ん

広島県　三原市　第三中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

第三中学校

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・照明が無いため，夜間は横断歩道の通行に
　危険がある。
〈対応の結果〉
・道路照明を設置済み。(H29.2)



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第四中学校

　 だ　い　よ　ん

広島県　三原市　第四中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・草木が生い茂り，街灯や道路反射鏡
　が隠れている。
〈対応の結果〉
・草木の伐採済み。

第四中学校 危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・川沿いで防護柵が途切れている箇所
　がある。
〈対応の結果〉
・転落防止柵を設置済み。

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・民家や人通りが少ないため，暗くな
　ると危険である。
〈対応の結果〉
・既設防犯灯の高さ・向きを調整済み。
・H26に防犯灯の設置（2基）済み。

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・道路反射鏡が無かったり，破損してる
　箇所がある。
〈対応の結果〉
・見通しの悪い曲線部へカーブミラーを
　設置済み。
・変形した鏡体を修繕済み。

危険箇所No.6
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭く，車両とすれ違う際に危険
　である。
〈対応の結果〉
・道路側溝の整備を行い，歩行者通路
　を確保済み。(H28.12)



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第四中学校

　 だ　い　よ　ん

広島県　三原市　第四中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

須波小学校

須波港

第四中学校

危険箇所No.5
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭いうえ，側溝に蓋が掛かって
　いない。
〈対応の結果〉
・側溝の蓋掛けを実施済み。(H28.12)



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第五中学校，ＰＴＡ

　 　だ　い　ご

広島県　三原市　第五中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

第五中学校

沼田東小学校

沼田川

通し番号73
危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・交通量が多いうえに歩道が途切れて
　いる（本市橋も歩道が無い）。
〈対応の結果〉
・橋
　路側を広げ通行帯（着色）の設置済
み。（R7.2更新）
・橋～歩道
　歩道設置済み。

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・橋幅が狭いため，歩行スペースが無い。
・通学時間は交通量が多いため危険。
〈対応の結果〉
・外側線(片側)を設置済み。(H28.12)



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第五中学校，ＰＴＡ

　 　だ　い　ご

広島県　三原市　第五中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

第五中学校

コンビニ

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・横断歩道が消えかけている。
・幅員，橋幅が狭いうえに車両がスピードを出
す。
〈対応の結果〉
・横断歩道の塗りなおし済み。
・転落防止柵や路面標示を設置済み。(H28.12)



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第五中学校，ＰＴＡ

　 　だ　い　ご

広島県　三原市　第五中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・通学時に車両が多いうえ幅員が狭い。
・車両離合の際，歩行スペースが無い。
〈対応の結果〉
・警戒標識，路面標示及び外側線を
　設置済み。(H28.12)
　※道路拡幅による歩道確保は困難

第五中学校

危険箇所No.5
〈危険箇所の概要〉
・複雑な四差路で見通しが悪い。
〈対応の結果〉
・白線により車道と路側を明示する。
・路面標示，防護柵を設置済み。
                     (H28.12)

ダイヤハイツ



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第五中学校，ＰＴＡ

　 　だ　い　ご

広島県　三原市　第五中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

第五中学校

沼田川

危険箇所No.6
〈危険箇所の概要〉
・街灯が少ないため，冬季は暗くて危険。
〈対応の結果〉
・防犯灯を増設済み（５基）。(H28.12)

沼田西小学校



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第五中学校，ＰＴＡ

　 　だ　い　ご

広島県　三原市　第五中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

沼田川

危険箇所No.7
〈危険箇所の概要〉
・歩道にくぼみ等があり，歩行に支障がある。
〈対応の結果〉
・歩道舗装の打換え済み。(H28.12)

国道２号

第五中学校



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第五中学校，ＰＴＡ

　 　だ　い　ご

広島県　三原市　第五中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

県道

第五中学校

危険箇所No.8
〈危険箇所の概要〉
・県道を走行する車両が，交差点を見落とす
　ため，通行する歩行者が危険である。
〈対応の結果〉
・交差点部に路面標示を設置済み。(H28.12)



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，第五中学校，ＰＴＡ

　 　だ　い　ご

広島県　三原市　第五中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所
第五中学校

沼北小学校

危険箇所.9
〈危険箇所の概要〉
・道路の幅員が狭く，道路と田畑に落差が
　あり危険である。
〈対応の結果〉
・防護柵を設置済み。(H28.12)

小坂団地



　 　さ い ざ き

広島県　三原市　幸崎中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

幸崎中学校

　市営
渡瀬住宅

旧渡瀬
小学校

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・横断歩道が消えかけている。
〈対応の結果〉
・横断歩道を塗り直し済み。



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，幸崎中学校



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，幸崎中学校

　 　さ い ざ き

広島県　三原市　幸崎中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

幸崎中学校

今治造船ＪＲ呉線

幸崎小学校

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭いうえ，側溝が深くて危険
　である。
〈対応の結果〉
・道路側溝の整備を行い，歩行者通路
を
　確保済み。(H28.12)



【対策検討メンバー】三原警察署，教育委員会，土木管理課，生活環境課，幸崎中学校

　 　さ い ざ き

広島県　三原市　幸崎中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

幸崎中学校

危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭うえ，ガードレールの設置
　がない。
〈対応の結果〉
・防護柵を設置済み。(H28.12)

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭く，車両とのすれ違う際に
　転落の危険がある。
〈対応の結果〉
・防護柵を設置済み。(H28.12)



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，教育委員会，土木管理課，生活環境課，宮浦中学校

　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ，町内会

　   み や う ら

広島県　三原市　宮浦中学校校区　（通学路対策箇所図）

宮浦中学校

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・停止線はあるが，公園の樹木で見通
　しが悪い。
〈対応の結果〉
・公園管理者により樹木を伐採済み。

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・変則なカーブで見通しが悪い。
〈対応の結果〉
・外側線や路面表示を設置済み。
(H29.2)

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・通学時，車両の通行が多いうえスピードを
　出して走行する。
〈対応の結果〉
・通行帯(着色)や路面標示を設置済み。
(H29.2) ：危険箇所



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，教育委員会，土木管理課，生活環境課，宮浦中学校

　   み や う ら

広島県　三原市　宮浦中学校校区　（通学路対策箇所図）

宮浦中学校

危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・横断歩道に水が溜り，通行が困難。
〈対応の結果〉
・小型水路の設置済み。

：危険箇所



　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ，町内会



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，教育委員会，土木管理課，生活環境課，宮浦中学校

　　　　　　　　　　　　　ＰＴＡ，町内会

　   み や う ら

広島県　三原市　宮浦中学校校区　（通学路対策箇所図）

：危険箇所

沼田川

宮浦中学校

危険箇所No.5
〈危険箇所の概要〉
・暗くなると横断歩道が見えにくい。
〈対応の結果〉
・照度を確認した結果，必要照度は確保
　されていた。

危険箇所No.6
〈危険箇所の概要〉
・草木が繁茂しており，歩道が死角と
　なっている。
〈対応の結果〉
・草刈，植樹の剪定を実施済み。



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，

　 　ほ ん ご う

広島県　三原市　本郷中学校校区　（通学路対策箇所図）

本郷中学校

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・ショッピングモールへ出入する車両
　が多くて危険である。
〈対応の結果〉
・施設内の樹木伐採済み。
・道路反射鏡の設置については，
　学校から店舗管理者へお願いする。

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・直線道路で車両がスピードを出して走
　行する。また，民家で見通しが悪い。
〈対応の結果〉
・道路改良計画があるため，路面標示を
　設置済み。(H29.2)
  ※中学校側に外側線を設置済み。
(H29.2)

危険箇所No.11
〈危険箇所の概要〉
・国道２号から県道へ左折する車両がス
  ピードを落とさず進入する。
〈対応の結果〉
・交差点手前に注意喚起看板を設置済
み。
・民地のため歩道設置は困難。

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・横断歩道の見通しが非常に悪い。
　また，スピードを出す車両が多い。
〈対応の結果〉
・横断歩道を塗り直し済み。
・交差点の手前に路面標示を設置済み。

危険箇所No.7
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭いため，車両とすれ違う際
　に危険である。
〈対応の結果〉
・水路改修による通行帯の整備済み。
(H29.2)

国道２号

県道

：危険箇所



　　　　　　　　　　　　　土木管理課，生活環境課，本郷支所，本郷中学校，ＰＴＡ，地元代表者



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，

　　　　　　　　　　　　　土木管理課，生活環境課，本郷支所，本郷中学校，ＰＴＡ，地元代表者

　 　ほ ん ご う

広島県　三原市　本郷中学校校区　（通学路対策箇所図）

　本郷小学校

本郷中学校

危険箇所No.8
〈危険箇所の概要〉
・街灯が無く非常に暗い。
〈対応の結果〉
・道路照明の設置済み。(H29.2)
　※生涯学習センター寄りの市道

危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・下り坂を自転車で通行する際，脇道
　の車両と接触する恐れがある。
〈対応の結果〉
・停止ドット線を設置済み。

県道

危険箇所No.5
〈危険箇所の概要〉
・歩道を自転車で通行できない箇所が
　あり，車道に出る必要があり危険。
〈対応の結果〉
・学校による交通安全指導済み。

国道２号

　総合技術
　高等学校

：危険箇所



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，

　　　　　　　　　　　　　土木管理課，生活環境課，本郷支所，本郷中学校，ＰＴＡ，地元代表者

　 　ほ ん ご う

広島県　三原市　本郷中学校校区　（通学路対策箇所図）

沼田川

本郷中学校

国道２号

危険箇所No.6
〈危険箇所の概要〉
・河川堤の道路は街灯が少ないため
　暗くなっての通行が危険である。
〈対応の結果〉
・道路照明や防犯灯を設置済み。(H29.2)

　本郷駅

：危険箇所



【対策検討メンバー】国土交通省福山河川国道事務所，広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，

　　　　　　　　　　　　　土木管理課，生活環境課，本郷支所，本郷中学校，ＰＴＡ，地元代表者

　 　ほ ん ご う

広島県　三原市　本郷中学校校区　（通学路対策箇所図）
本郷中学校

危険箇所No.9
〈危険箇所の概要〉
・車線減少(２→１車線)に気付かない
　車両があり危険である。
〈対応の結果〉
・車線減少を促す誘導線を塗り直し済み。

　南方小学校

危険箇所No.10
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭いため，車両の離合の際に歩道に乗り上げる恐れがある。
〈対応の結果〉
・カーブ部などで危険な区間の防護柵を一部設置済み。

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 久井支所，久井中学校，ＰＴＡ

　 　　く　　い

広島県　三原市　久井中学校校区　（通学路対策箇所図）

旧久井高校

久井中学校

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・交差点に横断歩道が無い。
・降雨時に水溜りができ，通行に支障となる。
〈対応の結果〉
・見通しが悪い交差点のため設置困難。近隣の
　横断歩道を使用するよう学校指導済み。
・舗装補修工事の実施済み。

県道

国道

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 久井支所，久井中学校，ＰＴＡ

　 　　く　　い

広島県　三原市　久井中学校校区　（通学路対策箇所図）

旧久井
小学校

久井中学校

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・緩いカーブのため信号機を見落とすことがある。
〈対応の結果〉
・警戒標識の設置済み(H24)。

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・横断歩道を通行する際，民家が死角となる。
〈対応の結果〉
・歩行者用の道路反射鏡を設置済み(H24)。
・学校による交通安全指導済み。

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 久井支所，久井中学校，ＰＴＡ

　 　　く　　い

広島県　三原市　久井中学校校区　（通学路対策箇所図）

　B&G
海洋センター

久井中学校

危険箇所No.5
〈危険箇所の概要〉
・県道と市道の交差点で，車両がスピードを出
　して走行するため危険。
〈対応の結果〉
・市道に路面表示を設置済み。(H29.7)県道

県道

危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭く，カーブも多いため見通しが悪い。
・街灯が少ないため，夜間は非常に暗い。
〈対応の結果〉
・道幅が狭い箇所やカーブ部を優先的に草刈を実施済
み。
　※Ｈ28年度から年２回実施予定
・電柱毎に防犯灯の設置済み。

※道路改良については継続要望。

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 久井支所，久井中学校，ＰＴＡ

　 　　く　　い

広島県　三原市　久井中学校校区　（通学路対策箇所図）

久井認定
こども園

久井中学校

県道

国道

危険箇所No.6
〈危険箇所の概要〉
・交通量が多く，車両がスピードを出して走行
　するため危険。
〈対応の結果〉
・路面表示やドット線を設置済み(H24）。
・学校による交通安全指導済み。

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 久井支所，久井中学校，ＰＴＡ

　 　　く　　い

広島県　三原市　久井中学校校区　（通学路対策箇所図）
久井中学校

県道

国道

危険箇所No.7
〈危険箇所の概要〉
・交通量が多く，車両がスピードを出して走行するため危
険。
〈対応の結果〉
・路面表示やドット線を設置済み(H24）。
・横断歩道もあるため学校による交通安全指導済み。

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 大和支所，大和中学校

　 　だ　い　わ

広島県　三原市　大和中学校校区　（通学路対策箇所図）

大和中学校

　ゴルフ場

国道

危険箇所No.1
〈危険箇所の概要〉
・交通量が多く，スピードを出したり無理
　な追越しをする車両が多い。
〈対応の結果〉
・学校による交通安全指導済み。
※歩道確保については，継続要望。

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 大和支所，大和中学校

　 　だ　い　わ

広島県　三原市　大和中学校校区　（通学路対策箇所図）

大和中学校

県道

危険箇所No.3
〈危険箇所の概要〉
・歩道が狭い。ガードレールがな
い。
〈対応の結果〉
・整備済み。

危険箇所No.4
〈危険箇所の概要〉
・車両がスピードを出して走行する。
・横断歩道で停止しない車両が多い。
〈対応の結果〉
・「横断歩道注意」の路面標示設置済み。
　整備事業進行中。R8より工事着手

国道

危険箇所No.6
〈危険箇所の概要〉
・交通量が多く，スピードを出して
　走行する。
〈対応の結果〉
・市道側の停止線塗り替え済み。(H31.2)
・市道側へ路面標示の設置済み。（R4.2）

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 大和支所，大和中学校

　 　だ　い　わ

広島県　三原市　大和中学校校区　（通学路対策箇所図）

大和中学校

県道

危険箇所No.5
〈危険箇所の概要〉
・歩道がなく，夏季は雑草が繁茂して
　歩行帯がなくなる。
〈対応の結果〉
・学校による交通安全指導済み。
　※継続した道路改良要望。

危険箇所No.2
〈危険箇所の概要〉
・野良犬が群れており危険である。
〈対応の結果〉
・近寄らないよう学校指導済み。

国道

危険箇所No.7
〈危険箇所の概要〉
・横断歩道がないため危険である。
〈対応の結果〉
・「減速」の路面標示を設置済み。
・見通しが良く，交通量が少ないた
　め横断歩道の設置は困難。
・学校による交通安全指導済み。

大和中学校

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 大和支所，大和中学校

　 　だ　い　わ

広島県　三原市　大和中学校校区　（通学路対策箇所図）

国道

危険箇所No.9
〈危険箇所の概要〉
・歩道と横断歩道がない。
〈対応の結果〉
・学校による交通安全指導済み。
・近隣に横断歩道があるため設置困難。

危険箇所No.8
〈危険箇所の概要〉
・歩道が途切れている。
・カーブ部の見通しが悪い。
〈対応の結果〉
・路面表示(ドット線)の設置済み。
※継続した道路改良要望。

大和中学校

：危険箇所



【対策検討メンバー】広島県東部建設事務所，三原警察署，教育委員会，土木管理課，総務広報課，生活環境課，

　　　　　　　　　　 　　 大和支所，大和中学校

　 　だ　い　わ

広島県　三原市　大和中学校校区　（通学路対策箇所図）

大和中学校

県道

危険箇所No.11
〈危険箇所の概要〉
・スピードを出す車両が多い。
・横断歩道がない。
〈対応の結果〉
・学校による交通安全指導済み。

国道

危険箇所No.12
〈危険箇所の概要〉
・道路が狭い中，小学校の通学バス
　が運行している。
〈対応の結果〉
・現行道路の拡幅工事済み。(H29.3)

危険箇所No.10
〈危険箇所の概要〉
・水路が深く，蓋がないため危険である。
〈対応の結果〉
・注意喚起のポールを設置済み。
　※道路改良予定あり（Ｈ28年度：工事着工予
定）。 ：危険箇所


